
新たなミュージアムに関する基本構想（案）（概要版）
はじめに

･ 川崎市市民ミュージアムは、博物館、美術館の複合文化施設として昭和63（1988）年に開館し、本市の文化芸術振興施策において重
要な役割を担ってきたが、令和元年東日本台風により施設、設備や収蔵品が被災し、館内での展示等の活動が不可能となり、長期に渡
る休館を余儀なくされている。

･ このような状況を受け、本市にとってどのような新たな博物館、美術館が必要であるかを示すため、「新たな博物館、美術館に関する基本的
な考え方」を令和3年11月に策定し、新たなミュージアムの整備に向けた取組を進めている。

･ 現在も川崎市市民ミュージアムは休館しているが、多くの制約がある中でもその担ってきた役割を果たすべく、市内他施設やオンライン上での
展覧会、アウトリーチによる教育普及事業の実施など、博物館、美術館活動を継続している。また、被災収蔵品の修復作業を進め、その
成果等を市民に発信することにより、被災の事実を風化させることなく、未来に継承していくための活動を続けている。

･ 本市は令和６（2024）年７月１日に市制100周年を迎えることから、新たなミュージアムは、過去と現在を未来へつなぎ、この歴史的な
節目を超えたその先にある「あたらしい川崎」を、市民の皆様とともに鮮やかに彩ることができるような施設を目指し、その実現に向け、「新
たなミュージアムに関する基本構想」を定める。

Ⅰ 「新たなミュージアムに関する基本構想」の策定にあたって

１ 策定の目的

･ 本市は、「新たな博物館、美術館に関する基本的な考え方」（以下「基本的な考え方」という。）を策定し、被災リスク等の観点から現施
設・現在地でのミュージアム機能の再開は行わないこととし、博物館、美術館の融合によるシナジー効果や多様化する市民ニーズへの柔軟
な対応を図ることを期待し、可能な限り被災リスクの少ない場所での融合した「ミュージアム」の整備を目指して検討を進めてきた。

･ この度、「新たな博物館、美術館に関する基本構想懇談会」（以下「懇談会」という。）や他施設等へのヒアリングなどでいただいたご意見な
どを総合的に整理・検討し、新たなミュージアムの「使命」及び「めざす姿」を明らかにするとともに、新たなミュージアムの事業展開の方向性や
開設候補地等、その整備の概要を示すため、「新たなミュージアムに関する基本構想」（以下「基本構想」という。）を策定する。

２ 基本構想の位置づけ

(1) 基本構想の位置づけ

･ 基本構想は、「基本的な考え方」のほか、「川崎市総合計画 第３期実施計画」をはじめ、「第２期川崎市文化芸術振興計画（改訂
版）」や「川崎市文化財保護活用計画」といった本市の文化行政に係る計画との連携を図るとともに、「川崎市多文化共生社会推進指
針」、「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」、「かわさきパラムーブメント推進ビジョン」等の他分野の関連計画との整合性も図りなが
ら推進していくものとする。

(2) 主な関連計画等

･ 本市の関連計画をはじめ、博物館法の改正（令和５（2023）年４月施行）や第２期文化芸術推進基本計画（令和５（2023）
年３月閣議決定）といった国の動向のほか、ICOM（国際博物館会議）での直近の議論内容を踏まえると、これからのミュージアムは、
資料・作品の収集・保管、調査研究、展示等といった従来からの基本的役割を果たすだけでなく、社会に開かれた施設として、文化芸術
を通じ、多様な分野において、地域社会との連携や文化観光の促進、多様性や持続可能性への理解の醸成、様々な課題を解決できる
能力を持った人材の育成などに資する活動が求められているといえる。

新たなミュージアムに関する
基本構想

新たな博物館、美術館に関する
基本的な考え方

関連計画
・ 川崎市総合計画 第３期実施計画
・ 第２期川崎市文化芸術振興計画
（改訂版）
・ 川崎市文化財保護活用計画

など

国や国際的な動向
・ 博物館法の改正
・ 第２期文化芸術推進基本計画の
閣議決定

・ ICOMでの議論
など

３ 本市の特徴及び取り巻く社会環境の変化等

(1) 本市の主な特徴

･ 本市は、地域で受け継がれてきた郷土色豊かな民俗芸能や多くの文化関連施設のほか、音楽や映像を活用したまちづくり、地域の文
化芸術資源を活用した取組などの文化的特徴を有しているが、他にも多くの特徴がある中で、特に、新たなミュージアムの活動の特徴
として効果的な活用が期待できると考えられるものを次のとおり整理した。

７つの区が持つ特色をはじ
めとした多様なポテンシャル

転入者や若い世代が作り出
す新鮮で活気がある雰囲気

多文化共生社会を
育んできた土壌

市民による活発な自治の取
組と都市型コミュニティづくり

･ 先端産業や商業、ものづ
くり、自然、歴史など、市
内各区にある特徴的な
資源など

･ 各区の特色や魅力などを
踏まえた多様な事業展開
を行うことにより、多くの市
民にとって身近な施設と
なることで、「川崎らしい」
ミュージアムの実現につ
ながる。

･ 大都市の中で市民の平
均年齢が最も若く、出生
率も最も高いことによる、
常に新鮮な賑わいと活気
に満ちたまち

・ 若者などが持つ大きな可
能性を活かせるような場と
なり、様々な市民が交流
できる環境をつくることによ
り、新たな川崎の魅力の
発見や、新たな文化芸術
の創造を図ることができる。

･ 外国人住民や移住民が
多いまちであり、昔から地
域の中で育まれてきた多
文化共生の土壌の根付
き

･ モノ、ヒト、コトを介して市
民の多様な価値観への
理解や想像力を育み、他
者への想像力や関心が
醸成される場となることが
できる。

･ 地域ごとに盛んな市民に
よる自治や互助活動や
「市民創発」による都市
型コミュニティづくり

･ 「市民創発」による取組を
活用・連携することにより、
文化芸術を介した市民
参加型の地域づくりへの
貢献を図ることができる。

■本市の主な特徴

(2) 本市を取り巻く社会環境の変化等

･ 一方で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生活様式の変化など、本市を取り巻く社会環境が急激な変容を見せる中、将来的な
人口減少・超高齢化社会への対応など、将来を見据えて乗り越えなければならない課題もある。新たなミュージアムにおいても、文化
芸術が持つ様々な価値を活かし、これらの対応・解決に資する取組を展開していく必要があるといえる。

■本市を取り巻く社会環境の変化等

コロナ禍に端を発する急激な
社会環境の変化への対応

一人ひとりが尊重され、
能力を発揮できる環境づくり

将来的な人口減少・
超高齢社会への対応

市民や地域のつながりの強化

デジタル技術を活用した収蔵品のアーカイブ化などをはじめ、社会状況に応じた多
様な市民ニーズに応える取組を進める必要があるといえる。また、どのような時代
であっても、市民にとって身近な場として、普遍的に社会貢献を果たしていくこと
が求められると考えられる。

誰もが文化芸術に携わり、親しみ、楽しめる環境づくりに貢献するため、多様な
人々が文化芸術に触れ、その魅力を体験・体感することができるよう、様々な社
会的障壁に配慮した取組を展開していく必要があると考えられる。

幅広い世代に関心を持ってもらえるような取組の展開や、市域の文化芸術活動
の活性化を図ることにより、文化芸術のすそ野を拡大し、魅力的なまちづくりや
市民の活力の創出に貢献していくことが必要であると考えられる。

文化芸術を通じ、市民や団体、他の文化施設と連携・協働した活動や地域に
開かれた活動をすることで、多様なつながりを生み出し、より豊かなコミュニティ
の形成を図っていく必要があると考えられる。

■新たなミュージアムでの活用

■新たなミュージアムの貢献の方向性

【未定稿】【資料１】

■基本構想に係る主な関連計画等
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新たなミュージアムに関する基本構想（案）（概要版）

(1) 市民ミュージアムが担ってきた役割及び抱えていた課題

･ 市民ミュージアムはこれまで、市民の文化活動の拠点としての役割、市民が文化芸術に触れ、創造する機会の創出などの役割を担ってきた
が、開館から30年以上が経過したことに伴い、様々な課題も抱えていた。課題として、専門ミュージアムの台頭などにより、取り扱う分野・作
品の特色が薄れてきてしまい、そのあり方を再考する必要があったことや、施設の経年劣化への対応のほか、洪水浸水想定区域（多摩
川水系）の改定により想定浸水深が引き上げられるなど、地階に設置されている収蔵庫と保管されている収蔵品の取扱いについて検討す
る必要があったことなどが挙げられる。

(2) 令和元年東日本台風による被災

･ 市民ミュージアムは、令和元年東日本台風により地階に大量の雨水が流入し、収蔵品約 24 万５千点が被災し、被災から３年が経過
した現在も引き続き、外部支援団体等からの御支援・御指導のもと、被災収蔵品の応急処置、修復などのレスキュー活動を続けている。

(3) 「新たな博物館、美術館に関する基本的な考え方」の策定

･ このような状況を経て、「基本的な考え方」を策定し、現在は本考え方に基づき、新たなミュージアムの整備に向けた取組を推進している。ま
た、「基本的な考え方」では、次のとおり本市における新たな博物館、美術館の必要性を整理し、果たす役割やなどについて示している。

５ 市民意見等の把握と整理

(1) 「新たな博物館、美術館に関する基本構想懇談会」での意見聴取

･ 新たなミュージアムの事業展開の方向性等を示すため、外部有識者等から専門的・大局的な意見を聴取し、総合的に基本構想の検討を
進めることを目的とした懇談会を全４回に渡り開催し、新たなミュージアムの機能等へのご意見や、今後の取組において課題となる点な
ども含め、幅広い視点からご意見をいただいた。

(2) 他施設等へのヒアリング

･ 基本構想の検討にあたっては、より個別具体的なニーズの把握を行うため、市内の他施設や団体等へのヒアリングを実施した。中で
も、「基本的な考え方」策定時に実施した市民アンケートで若い世代の方の来館経験や認知度が低かったことから、複数の市内教
育機関の学生をはじめ、多くの若年層からご意見をいただいた。

･ また、被災収蔵品の活用や市民ミュージアム現施設の利用状況等について、新たなミュージアムの事業や施設整備の検討の参考
とするため、市民ミュージアム学芸員へのヒアリングも実施した。

４ これまでの経緯

６ 新たなミュージアムの方向性

(1) 新たなミュージアムの検討における論点の整理

＜本市の特徴及び課題＞
･ ７つの区が持つ特色をはじめとした多様なポテンシャルをはじめ、若い世代が多く活気のある雰囲気、多様な価値観を受け入れる土壌
があるほか、「市民創発」による活発な自治の取組などの特徴がある。一方で、急激な社会環境の変化への対応をはじめ、人口減
少・超高齢社会への対応や、誰もが社会参加できる環境づくり、市民や地域のつながりの強化などが求められている。

＜懇談会での意見聴取＞
･ 「収集・保管、調査研究、展示」事業を基に、博物館、美術館が融合したミュージアムだからこそできる活動を考え、地域や社会への
貢献を果たしていくことが求められる。また、管理運営体制の検討や被災収蔵品の活用方法等について検討していく必要がある。

＜他施設等へのヒアリング＞
･ ミュージアムに対して敷居の高さを感じていて、足を運びにくい場所だと認識されている一方、「人とのつながり」を重視した意見も多く、全
体を通じて、文化芸術に興味・関心の低い方でも気軽に訪れ、楽しむことができるミュージアムへのニーズが非常に高いと考えられる。

･ 修復した被災収蔵品の活用可能性や、市民ミュージアム現施設の利用状況等を踏まえた適切な規模・用途等での施設整備を検討
していく必要がある。

(2) 方向性

新たな博物館の必要性
・ 多様性に満ちた川崎の歴史と文化を未来に引き継ぐとともに、知ること、学ぶことが楽しめ、様々な交流が生
まれる場を提供する地域の博物館としての役割などを担う新たな博物館が必要

新たな美術館の必要性
・ 誰もが優れた文化芸術を体験・体感し、楽しむことができ、多様なつながりを創出できる場を提供するアート
の中心的な施設としての役割などを担う新たな美術館が必要

新たな博物館、美術館の役割及びその方向性

役
割
１

川崎の歴史と文化を未来へつなぐ
【方向性１】 都市川崎の歴史と文化の継承

【方向性２】 令和元年東日本台風による被災の事実の継承

役
割
２

文化芸術的な視点からの人材育成と学
びの機会の提供

【方向性１】 創造力や文化的感性、好奇心の醸成と人材育成

【方向性２】 自ら学ぶ機会の創出

役
割
３

文化芸術を活用したまちづくり

【方向性１】 文化芸術活動の活性化やすそ野の拡大

【方向性２】 多様なつながりの創出

【方向性３】 成熟した地域社会への貢献

懇談会での主なご意見

・ モノを観察し、鑑賞し、楽しむということを機能させる統合的なミュージアムが非常に新しいのではないかと考える。
・ ミュージアムには、コレクションを大切にすると同時に壁を越えて、地域、社会に貢献していくということが求められてきている。
・ 子どもの頃の体験は大人になっても記憶に残っているもの。子供の頃のミュージアムでの体験が、川崎への愛着にも結びつくと思う。
・ ミュージアムの運営に携わる人材が重要。専門家や市民との協働が必要になるが、開館前から時間をかけて体制を作っていく必要がある。
・ 「非日常」というキーワードは、若者の立場から見てとても良いと思う。最近の若者は、「特別な体験」を求めている傾向にあると思う。
・ 事業案が必ずしも全て実現できるとは思わないので、この中から何を重視していくのかということを考える必要がある。
・ 「収集・保管、調査研究、展示」がミュージアムとしての基本の部分であり、最も大事な部分。
・ 修復の市民参加は大切。修復過程の映像を修復が完了したモノと対で観られるようにしておくとその大変さや凄さが伝わると思う。

他施設等へのヒアリング意見概要

一般的なミュージアム
のイメージ

「鑑賞するところ」というイメージが強く、敷居が高くて足を運びにくい場所。/学術的であり、知識がないと楽しめ
ない場所。

ミュージアムに行ってみ
たくなる要素

「ＳＮＳ映え」する写真が撮影できる場所や友達と話をしながら鑑賞できる場所。/みんなでわいわい絵を描く
など、体験・体感できるプログラム。/アーティストと交流する機会。/なにかの「ついでに」利用できる場所。/普段
触れることができないものに出会える非日常的な場所。

新たなミュージアムに
求める要素

障害者が団体利用できる専用の日の設定。/校内でのワークショップをサポートしてくれる事業や気軽に相談で
きる窓口の設置。/「汚してもよい」、「壊してもよい」など、制約の少ない創作体験の機会。/学校（特に小学
校）との連携。/文化芸術のすそ野を拡大し、市民の多様なつながりを創出する仕組み。

市民ミュージアム学芸員へのヒアリング意見概要

被災収蔵品の活用
川崎の都市を社会的な観点で説明していくという点で、写真や複製芸術を活用していけるのではないか。/デ
ジタルアーカイブを進め、市民のアクセス性を向上する取組も必要になるのではないか。/美術作品、地図・民
具などを活用した対話型鑑賞が考えられる（他館にない特徴になるのではないか。）。

市民ミュージアム現施
設の利用状況等

展示室は、展示物が可変しやすいものが望ましい。/映像上映は多目的に利用できる部屋での実施で良いの
ではないか。/配置の問題等から、当初想定されていた用途で利用されていない諸室もあった。/曲線型の施設
は利用が難しい面があった。

① 博物館、美術館が融合した「川崎らしいミュージアム」として、本市の特徴やこれまでの市民ミュージアムの活動を
活かした取組や、本市を取り巻く社会環境等への対応に寄与する取組を展開し、地域や社会への貢献を図る。

② 「体験・体感」など市民が興味・関心を持ちやすいようなアプローチを積極的に取り入れ、市民に身近なミュージアム
を目指す。

③ 様々な「つながり」を創出し、誰もが文化芸術に携わり、親しみ、楽しめる環境づくりのための取組の展開を図る。
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新たなミュージアムに関する基本構想（案）（概要版）

･ Ⅰ章での整理を踏まえ、新たなミュージアムの活動の根幹にあたり、ミュージアムが責任を持って果たしていくべき「使命」と、その「使命」に
基づき、どのようなミュージアムを目指していくのかを示す「めざす姿」を次のとおりとする。

(1) 使命

(2) めざす姿

Ⅱ 新たなミュージアムの事業について

１ 新たなミュージアムの「使命」及び「めざす姿」

２ 新たなミュージアムのイメージ

(1) 「ミュージアム（拠点施設）」と「まちなかミュージアム」

･ 新たなミュージアムは、１か所に集約しなければ実現できない機能やまとまった空間でしか実現できない機能で構成され、効果的・効
率的な活動ができる施設を「ミュージアム（拠点施設）」として適切な規模で整備する。また、市域の多くの場所で人々が新たなミュー
ジアムの活動に触れられるよう、「まちなかミュージアム」の取組を展開していくこととする。

３ 新たなミュージアムの事業展開

･ 新たなミュージアムの「使命」と「めざす姿」を実現するためには、「収集・保管、調査研究、展示」といった、ミュージアムの活動の基盤となる
事業を着実に展開するほか、新たなミュージアムが、誰もが文化芸術に気軽に親しみ、楽しむことができるためのエントランスとなるような、イン
クルーシブで敷居の低い事業展開も重要となる。そのためには、市民の日常生活にありつつ、市民一人ひとりの興味・関心から気軽にアク
セスできるような事業展開の工夫が必要である。

･ また、より多くの市民が文化芸術に親しむようになることで、市民一人ひとりの中から生まれてくる好奇心に対して、それらを丁寧に汲み取り、
高めていくことも必要といえる。そのため、市民の多様性への理解や未来への思考、様々な物事への興味・関心や探求心を高める活動に、
新たなミュージアムは積極的に取り組むことが重要となる。

(1) 新たなミュージアムの事業展開の方向性

･ 新たなミュージアムは、「収集・保管、調査研究、展示」事業の着実な展開のほか、博物館、美術館の枠を超えて様々な交流を創出する
「交流創出」事業、誰もが文化芸術を身近なものとして楽しみ、親しみながら携わることができる活動を展開する「支援・普及促進」事業、
人々が新たな気付きや未来のあり方を考えるヒントを得られるような活動を展開する「未来思考・未来創出」事業、市民の好奇心や探求心
を高め、文化芸術を通じて地域社会の担い手となる人材を育成する「人材育成」事業の特徴的な４つの事業を展開していく。

･ 全ての事業において教育普及を念頭に置いて取組を行い、教育普及については、知識を持っている人が一方的に教えるのではなく、「ともに
学ぶこと」に重きを置き、積極的、能動的な学びや、相互の学びにつながるような事業展開を目指していく。

市民とともに、川崎の「これまで」をたどり、
「これから」のあたらしい川崎を彩る

･ 新たなミュージアムは、街道や宿場、工業都市としての発展など川崎の特色ある歴史や多様な文化を、
市制以前を含めた「これまで」として振り返り、引き継ぐとともに、「これから」の未来をより豊かに
彩るための活動を展開する。

･ 川崎の文化芸術の魅力が詰め込まれたモノ、ヒト、コトをつなぐことで、川崎のこれからを切り拓く礎
である市民の考える力や協働する力を育て、よりよいまちづくりに貢献する。

① 過去を紐解き、現在を記録し、未来へつなげるミュージアム
新たなミュージアムは、過去をはじめ、日々変化する現在の川崎の姿を捉え、紐解くことにより、未来を考えるた
めの素材として資料・作品を活用する。また、川崎ゆかりの作家やその作品、まつわる資料などを文化芸術として
育て、未来につなげていくミュージアムを目指す。

② モノ、ヒト、コトをつなぎ、交流・共創の場となるミュージアム
新たなミュージアムは、様々なモノを媒介にした体験や対話を通じ、世代や文化を超えて、市民をはじめとした多
様なヒトをつなぎ、新たなコトを生み出す、交流・共創の場となるミュージアムを目指す。

③ 日常と文化芸術をつなぎ、市民が身近に感じられる開かれたミュージアム
新たなミュージアムは、市民の多様なレベルの創作・鑑賞等のニーズに応え、探求心や表現活動を支えるサービス
を提供する。また、誰もが文化芸術活動に携わり、親しみ、楽しめる環境づくりを行い、市民が身近に感じられる
開かれたミュージアムを目指す。

④ 既知と未知をつなぎ、ともに成長するミュージアム
新たなミュージアムは、市民や企業など多様な主体が持つ知見を活用し、相互対話により未来を共創する活動につ
なげ、地域への愛着や文化的感性、多様性の理解を育む。また、地域的、社会的課題に向き合い、その解決を図る
ことにより、市民とともに成長するミュージアムを目指す。

⑤ 地域社会の担い手となる人材を育成するミュージアム
新たなミュージアムは、博物館、美術館が融合した企画や地域に開かれた活動などを通じて、文化芸術が有する多
様な価値や魅力が幅広い分野で活かされる可能性を広げることにより、地域社会の担い手となる人材を育み、好循
環を生み出すミュージアムを目指す。

(2) 「まちなかミュージアム」について

･ 「まちなかミュージアム」では、新たに「まちなかミュージアム」専用の施設を整備することはせず、市内他施設を活用した展示をはじめ、デジタ
ル技術を活用した取組や野外プログラム・体験プログラムなどの施設に捉われない柔軟な取組や、学校や企業などで自由に活用できる貸出
キットの整備などを検討し、誰もが文化芸術に携わり、親しみ、楽しめる環境づくりを果たしていく。

(3) 「ミュージアム（拠点施設）」と「まちなかミュージアム」の関係性について

･ 新たなミュージアムの施設は、来館することで得られる経験や、デジタルではない「リアルなモノ」に出会える機会を提供する場所として、限られ
た空間を有効活用して取組を展開することとする。「まちなかミュージアム」は、新たなミュージアムが持つモノや、そこで生まれたコトを館外に広
げることにより、市民と新たなミュージアムの接点を増やし、新たなミュージアムがもたらす効果を地域や生活に波及させていくことを目指して展
開していくものとする。

ミュージアム（拠点施設）

収集・保管、調査研究、展示

交流創出
支援・
普及促進

未来思考・
未来創出

人材育成

「収集・保管、調査研究、展示」事業

「交流創出」事業

「支援・普及促進」事業

「未来思考・未来創出」事業

「人材育成」事業

特徴的な４つの事業を支えるミュージアムの基盤事業

博物館、美術館の枠を超えて様々な交流を創出する

誰もが文化芸術を身近なものとして楽しみ、親しみな
がら携わることができる活動を展開する

人々が新たな気付きや未来のあり方を考えるヒントを
得られるような活動を展開する

市民の好奇心や探求心を高め、文化芸術を通じて地域
社会の担い手となる人材を育成する

個人の興味・
関心から気
軽にアクセス

地域や生活
への波及

まちなかミュージアム

■新たなミュージアムの５つの事業 ※仮置き（別イラストにする可能性あり）
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新たなミュージアムに関する基本構想（案）（概要版）
Ⅲ 新たなミュージアムの施設整備等について

１ 施設整備の考え方

･ 新たなミュージアムの施設には、Ⅱ章で示した内容に対応できるような機能を整備する必要がある。各事業の「想定する主な取組」から
は次のような諸室が必要と想定されるが、今後、具体的な取組や「まちなかミュージアム」の展開の検討を進め、想定諸室の用途や必要
面積の精査等を行い、諸室の用途が固定化されることなく、様々な事業に柔軟に活用できるような諸室構成を目指す。また、施設に
無駄が生じないよう、必要最低限の諸室構成による適切な規模での整備を図る。（表中の「想定する主な諸室」は、これら全てを整
備するものではない。）

■事業ごとに想定する主な諸室

「収集・保管、調査研究、展示」事業
方向性 過去をはじめ、現在の川崎の姿を捉え、紐解くことにより、未来を考えるための素材として資料・作品を活用していく。また、資料・
作品の適切な収集・保管、調査研究を進め、その成果を展示等を通じて市民に共有・還元していく。
想定する主な取組み
・川崎の都市化を物語る資料や川崎ゆかりの作家の作品・資料、現代美術作品等の収集・保管
・資料・作品等の調査研究及び研究成果に基づく展示公開
・市民に身近なテーマによる博物館、美術館が融合した「ミュージアム」ならではの展示
・被災収蔵品の修復活動や学芸員の調査研究活動をはじめとした、様々な形での市民参加

など

「交流創出」事業
方向性 博物館、美術館の枠を超えて、モノ、ヒト、コトを介した様々な交流を創出していく。また、人々に交流の楽しさを伝え、一人ひとり
をとりまく多様なつながりに気づくことができるような活動を展開していく。
想定する主な取組み
・他者と考えを交換することで、共感や気付き、新たな問いかけなどを促す対話型プログラムの実施
・気軽にモノをつくることの楽しさが味わえるワークショップや、多彩なテーマによるトークイベントの実施
・市民団体や学校、企業等をはじめとした分野を横断した多様な主体との連携・共創
・ミュージアム内におけるアーティストの創作活動への市民参加

など

「支援・普及促進」事業
方向性 「まちなかミュージアム」などの取組を通じて、誰もが文化芸術を身近なものとして楽しみ、親しみながら携わることができるような活
動を展開していく。
想定する主な取組み
・市内他施設における出張展示や学校、企業等への収蔵品等の貸出
・市民や川崎ゆかりの作家をはじめとした様々な文化芸術活動の担い手の支援
・子育て世代の方向けのプログラムや高齢者、障害者の方向けのプログラムの実施
・収蔵品に触れたり、実際に利用したりする体験プログラムの実施

など

「未来思考・未来創出」事業
方向性 市民や企業などが持つ知見やアイデアも活用しながら、人々が新たな気付きや未来のあり方を考えるヒントを得られるような活動
を展開していく。また、市民とともにまちと主体的に関わり、地域的、社会的課題に取り組んでいく。
想定する主な取組み
・デジタルアーカイブやオンライン上での展覧会開催など、時代に対応したデジタル技術等の活用
・他分野の関連団体との協働を通じた、地域や社会が抱える課題に対しての文化芸術の活用
・ミュージアムの活動や収蔵品等をヒントに、自身で自由な創作ができる機会の創出
・子どもや若い世代の発想を活かした、既存の枠組みや視点に捉われない自由な企画提案の募集

など

「人材育成」事業
方向性 市民の好奇心やを高め、「知りたい」、「学びたい」という気持ちが呼び起されるような活動を展開していく。また、文化芸術が有す
る多様な価値や魅力を活用し、文化芸術を通じて地域社会の担い手となる人材を育成していく。
想定する主な取組み
・生涯学習・社会教育の場として、幅広い世代の多様な興味・関心に応じた学習講座などの実施
・子どもの頃から川崎に愛着が持てるような社会科教育推進事業やスクールプログラムの実施
・市民の創作意欲を呼び起こす参加型の展覧会（かわさき市美展など）や体験型イベントの実施
・ミュージアムや文化芸術を通じて人々をつなげ、地域社会に貢献することができるような人材の育成

など

(2) 新たなミュージアムが提供する体験

･ 新たなミュージアムは、これらの５つの事業を通じて、ミュージアムならではの様々な経験や感動が得られる場所として活動していく。
･ また、５つの事業で展開される取組によって、新たなミュージアムで出会える経験や感動につながる「体験」として、「自分の興味・関
心を「はぐくむ」体験」、「文化芸術と「つながる」体験」、「アイデアや未来を「つくる・ひらく」体験」の３つの体験を市民に提供していく
こととする。

事業 必要となる機能の考え方 想定する主な諸室

①収集・保管、調査研究、
展示

収集した収蔵品等を将来の世代に伝えるため、良好かつ
安全な状態で収蔵品等を保管する機能

収蔵庫、資料整理室、燻蒸室 など

ミュージアムの活動に客観性や信頼性を持たせ、その質を
向上させるため、収蔵品を中心とした学術的な調査研究
を行う機能

研究室、学芸員作業室 など

収集した収蔵品の調査研究の成果の公開や、様々な文
化芸術を紹介する展示のための機能

常設展示室、企画展示室、ギャラリー など

②交流創出

様々な興味・関心を持つ人々が集い、対話や体験を通じ
て気軽に交流することができる機能

エントランスホール、イベントスペース、カフェ、
ミュージアムショップ など

利用者と学芸員、利用者とアーティストなど、様々な主体
の組み合わせによる共創を行うことができる機能

アーティスト・イン・ミュージアム用スペース、
スタジオ など

③支援・普及促進

収蔵品等に触れ、実際に利用することで、文化芸術を身
近なものとして感じることができる機能

接触型展示室、体験スペース など

子どもも大人も気兼ねなく、自由に創作・表現活動ができ
る機能

多目的スペース など

④未来思考・未来創出

ミュージアムの設備等を活用し、利用者が様々なモノを具
現化することができる機能

ファブラボ、アトリエ、
ワークショップスペース など

ミュージアムの持つ収蔵品等をヒントとし、様々な気付きや
アイデアが生み出すことができる機能

対話・体験型スペース（川崎や社会の未
来を想像・体感できる部屋） など

⑤人材育成

幅広い世代の多様な興味・関心に応じた学習講座などが
実施できる機能

研修室 など

市民コミュニケーターをはじめ、様々な形でミュージアム運営
に携わる人々が活動するための機能

コミュニケーター等活動スペース など

■事業展開の方向性

･ また、施設のデザインについては、周辺の自然環境や景観と調和したものを目指し、施設内の動線等については、利用者の利便性やバリ
アフリーに配慮するとともに、新たなミュージアムで働く学芸員等のスタッフにとっても働きやすいものとなるよう、引き続き多様な視点での意
見聴取を行いながら検討を進めていく。

･ これらの詳細な内容や概算事業費、事業手法等については、民間活用の導入可能性や国等の補助金の活用可能性を調査・整理す
るなど、費用負担の圧縮を図りながら、基本計画、基本設計等を進める中で精査・決定することとする。

※このほか、ミュージアム運営のための機能（事務室、会議室、機械室等）が必要。
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新たなミュージアムに関する基本構想（案）（概要版）
２ 開設候補地

(1) 新たなミュージアムに望まれる立地等に係る要素の整理

･ 「基本的な考え方」のほか、川崎市文化芸術振興会議から受けた答申や市民アンケート等による意見聴取などで挙げられた新たな
ミュージアムに望まれる立地等に係る主な要素を踏まえ、開設候補地に係る論点を次のとおり整理した。

＜被災リスク＞
令和元年東日本台風による被災の事実を踏まえ、市民の貴重な財産であり、未来に継承すべき収蔵品が二度と被災することがない
よう、可能な限り被災リスクが少ない場所（被災想定区域（ハザードマップ）の該当がない場所）であることを、開設候補地選定
においての最優先の条件とする。

＜博物館、美術館の融合化＞
博物館、美術館が融合したミュージアムとしての整備が可能と見込める一定程度の延床面積（10,000㎡以上）が確保できる場
所を検討する。

＜新たなミュージアムの事業展開とのつながりや周辺への波及効果等＞
新たなミュージアムの事業展開の内容は、開設候補地を制限するものではないが、地域づくり・まちづくりとのつながりや、周辺への波及
効果も見据えて、より効果的・効率的に事業展開を進めていくためには、周辺施設・周辺計画との連携による相乗効果の発揮の可
能性や、利活用できる可能性がある周辺環境などの要素も利点として考慮する必要がある。また、市民の利便性の観点から、公共
交通等のアクセス性についても念頭に置く必要がある。

(2) 開設候補地

･ このような論点の整理を踏まえ、市全域で開設候補地を検討した結果、被災想定区域（ハザードマップ）の該当がなく、十分な敷地
規模を有していることに加え、周辺に文化施設が多く、緑豊かな自然環境に置かれていることから周辺環境に即した取組の展開が
期待できるとともに、新たなミュージアムの開設により、周辺エリア全体の大きな魅力向上に資する可能性があるなど、開設にあたり多く
のメリットがあることから、「生田緑地ばら苑隣接区域」が適地であるとして、新たなミュージアムの開設候補地とする。

(3) 開設地の決定に向けて

･ 「生田緑地ばら苑隣接区域」については、「生田緑地」の一部であることから、事業展開や施設整備にあたり、自然環境や周辺景観へ
の配慮等を考える必要がある。また、開設にあたり多くのメリットがある場所だが、鉄道最寄り駅からの距離が長いこと、勾配の大きい
坂道があることなどのアクセス面での課題や、接道やインフラの整備、周辺交通への影響も考慮していく必要がある。

Ⅳ 今後の進め方

１ 基本構想以降の取組

３ 管理運営・施設整備手法の検討

(1) 管理運営手法の検討について

･ 新たなミュージアムの整備にあたっては、多岐にわたるミュージアム活動全体を総合的にマネジメントできる組織や管理運営の仕組みを中長
期的に検討していく必要がある。また、本市の歴史や文化に係る貴重な資料・作品等の収集・保管、調査研究等を継続的に行うとともに、
これらを将来にわたって引き継いでいく役割を担うミュージアムとして、効率性や収益性だけではなく、安定性や継続性、実現可能性を意識
して管理運営体制を整備する必要がある。

･ そのため、被災前に市民ミュージアムが導入していた指定管理者制度の再導入に係る検証をはじめ、学芸員のあり方や市民参画の手
法、市内文化関連施設等との連携の可能性などについて、今後の基本計画等で検討を進めていく。

(2) 施設整備手法の検討について

･ 本市財政は、ふるさと納税による減収の拡大や法人市民税の国税化などにより、厳しい環境にあるが、新たなミュージアムの施設整備等を
効率的･効果的に進め、かつ多様化する市民ニーズに対応し、市民満足度の高いサービスを持続可能な形で提供し続けられるよう、令
和２（2020）年３月に策定した「民間活用（川崎版ＰＰＰ）推進方針」に基づき、民間活用の導入可能性を検討していく。

(1) 今後の検討の方向性

･ 今後、基本構想に基づき、より具体的な事業活動の検討や、必要な機能、施設規模等の検討を進めていく。また、学芸員のあり方や
ミュージアム運営への市民参画の手法などについての検討を進めるとともに、開館前からミュージアムに興味・関心を持ってもらえるように、
市民の意識の醸成につながるプログラム（ワークショップ等）の実施なども検討していく。

(2) 開設候補地に係る調整等について

･ 開設候補地とした「生田緑地ばら苑隣接区域」については、今後、正式な開設地としての決定を目指し、関係団体等と協議・調整し、自
然環境への配慮や道路・インフラ整備等の想定される課題に対して、関連計画との整合性を図りながら取組を進めていく。また、エリア全
体の価値向上を視野に入れ、持続可能な生田緑地の実現への貢献や、登戸・向ヶ丘遊園駅を中心としたエリアの更なる賑わいの創出
や魅力向上への寄与を図るべく、周辺施設との連携や新たな魅力づくりなどを含め、市民をはじめとした様々な主体からご意見を伺いながら、
検討を進めていく。

(3) 市民ミュージアムの修復収蔵品の活用方法等について

･ 現在、市民ミュージアムの被災収蔵品に係る修復の取組は、レスキュー状況の定期的な報告をはじめ、水損した紙資料の応急処置ワーク
ショップや、修復が完了した収蔵品の一部をその処置の過程とともにこれまでの成果として展覧会で公開するなど、様々な形でその過程・成
果を発信している。

･ 今後、これまで市民ミュージアムが扱ってきた９分野（歴史、民俗、考古、美術文芸、グラフィック、写真、漫画、映画、映像）を踏まえ、新
たなミュージアムで取り扱う分野の考え方について検討を進めていく必要があるが、その検討の中で、新たなミュージアムにおける修復収
蔵品の活用方法等についても検討を進めていく。

２ 今後のスケジュール

･ 第３期実施計画期間中（令和７（2025）年度まで）での「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画」（以下「基本計画」と
いう。）の策定に向け、具体的な事業内容や施設整備の検討、開設地決定に向けた調整を進める。また、令和５（2023）年度以降、
ＰＰＰ事業のノウハウの習得と案件形成能力の向上を図り、地元事業者の事業関与につなげることを目的として令和元（2019）年に設
置した「ＰＰＰプラットフォーム」等を活用し、民間ノウハウの発揮の余地や、事業者の参画可能性など民間活用の導入可能性を調査・整
理し、基本計画の中で施設整備手法の方向性も示すこととする。

･ なお、基本計画以降に予定する基本設計等のスケジュールについては、開設地が未定であるため現時点で示すことは困難だが、基本計画に
おいて開設地を示した後、新たなミュージアムの想定開館時期も含めた整備スケジュールを示すこととする。

･ 現在、本市では、「生田緑地ビジョン」の改
定（令和５年度改定予定）や、「ばら苑
管理運営整備方針」（令和５年度策定予
定）に向けた検討を進めているほか、開設
候補地が位置する「生田緑地東地区」にお
いては、向ヶ丘遊園跡地利用計画が進行し
ている状況であることから、これらの関連計画
への影響も考慮する必要がある。

･ 今後、「生田緑地マネジメント会議」や、向ヶ
丘遊園跡地利用計画に係る民間事業者な
どの関係団体との意見交換を進め、新たな
ミュージアムを開設することにより生み出され
る効果や、文化芸術、自然、まちづくりの連
携により発揮される相乗効果を活かし、周
辺エリアの賑わいの創出や、市民の健康で
心豊かな生活に貢献することを目指し、「生
田緑地ばら苑隣接区域」の開設地決定に
向けて、引き続き検討を進めていく。

■開設候補地位置図
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※ 敷地設定は未定のため、点線はおおよその開設候補地の位置を示したもの。


